
近畿病院図書室協議会会則

第１条（名称）

本会は近畿病院図書室協議会（病図協と略称）という。（以下本会という）

第２条（目的）

本会は会員相互の緊密な連携と協力により病院図書室の充実、および医療情報活動に貢献する

ことを目的とする。

第３条（組織）

本会は、第２条の目的に賛同する病院図書室をもって組織する。

第４条（事業）

本会は会の目的を達成するために、次の事業を行う。

１図書室職員の研究・研修・講演会等。

２雑誌所在目録の編集と発行。

３会誌の発行。

４文献の相互貸借。

５その他必要と思われる事業。

第５条（入会および退会）

本会に入会を希望するところは別に定める資格を必要とする。

退会を希望する場合は、その旨の届出を必要とする。

入会に際しては、入会金を徴収する。

第６条（義務）

本会の会員は次に定める義務を負う。

ｌ会費の納入（会費は年額30,000円とする)。

２総会への出席。

３その他、本会が定めた事業への協力、参加。

第７条（役員）

本会には次の役員をおく。

会長１名

事務局長 １名

幹事若干名

監査２名

会長、事務局長は役員会で選出し、総会において会員の承認を網会長、事務局長は役員会で選出し、総会において会員の承認を得なければならない。

第８条（会議）

総会は年一回開き、本会の最高議決機関とし、活動方針、予算・決算の承認、役信

則の変更を行う。臨時総会は必要に応じて随時会長が招集する。

２役員会

役員病院の管理者および図書室担当者で組織し、会の主要事項を審議する。

３幹 事 会

幹事病院の図書室担当者と事務局長で組織し、会の運営に当る。

役員の選出、
今
云
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第９条（会計）

本会の経費は、会費・賛助金・寄附金・入会金・事業収入をもって充てる。

会計監査は会員の中から監査員を選出し、総会において会員の承認を得なければならない。

第１０条（事務局）

本会の事務局は国立京都病院図普室におく。

第１１条（改訂および変更）

本会の会則の改訂および変更は、総会において決定する。

第12条本会は賛助会員をおくことができる。

[付則］

１本会の役員'任期・会計年度は総会より次期総会までとする。

２本会則は1974年１１月１６F1から実施する。

３本会則に定めていない事項については内規で定める。

４本会則は1975年１１月29日改正施行する。

５本会則は1978年３月30日改正施行する。

６本会則は1979年３月24日改正施行する。

７本会則は1984年３月24日改正施行する。

８本会則は1998年３月26日改正施行する。

９本会則は2000年３月30日改正施行する。

(内規）

ｌ入会の資格

この会に入会を希望するところは、次の資格を必要とする。

（１）図書室があること。（併設も可）

（２）司書および図書室業務を担当する者がいること。（兼任も可）

（３）その他の医療関連機関の入会を拒まない。

医堂書①唐生社
〒530_OOO3大阪市北区堂島３丁目２番７号

ご注文は

ａ電話06-6451-3711mファクス06-6451-3771

■電子メール：koseisha＠yo,rim,or.』ｐ
四ホームページ：ｈｔｔｐ：wwwkose-sha.co・jp／

（ホームページで過去3年の雑誌の特集を検索出来ます）
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